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定年前・60 歳 61 歳～（「再任用制度」） 60歳の「月収」との比較

※人事委員会資料をもとに実際に任用人数が多い号俸で試算。校長・教諭ともに、扶養・地域・寒冷地手当の支給ありとして試算。

※再任用後は、いわゆる「生活給」（扶養・住居・寒冷地手当）が支給されないので、その分も減額しています。

60 歳まで 61歳～（定年延長後） 60 歳の「月収」との比較

※人事委員会資料をもとに実際に任用人数が多い号俸で試算。校長・教諭ともに、扶養・地域・寒冷地手当の支給ありとして試算。

　「61歳～」は 月例給、その他全ての手当に対して 70％の支給として試算。扶養手当などはそのまま。（管理職手当は試算から除く）
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フルタイム
・司書

・事務（校用・農林業務 など）

パートタイム ・非常勤講師

一会計年度内の雇用。制度設計時には、勤務時間や職務内容において正規職員とは異なる職種を対象とした。

➡

行政職1級の給料表をもとに、経歴を換算して算出。

現在任用されている人の月額は、14～24万円ほど。

1コマ（50分）あたり3150円。支給対象業務が、授業を中心に限定されて

いるため、テストの採点など実際に勤務した時間に対して支給されない。




